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  2025年度（令和７年度）第１回逗子市景観審議会  会議録 

 

                           日時：2025年８月１日（金） 

                              ９時30分～11時30分 

                           場所：市役所５階 第３会議室 

 

 議 題 

 

 １．開 会 

 ２．議 題 

  １）スケジュールの確認 

  ２）完成現場検証 

    １．現場見学 

    ２．検証と考察 

  ３）その他 

 ３．閉 会 

 

 出席者   鈴木会長  水沼委員  田邉委員  日髙委員  片山委員 

       長島委員  大庭委員  岡田委員  安田委員 

 事務局   石井環境都市部長  三澤次長  坂本課長  椙山副主幹  兼子主事 

 

 傍聴者   ０名 
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【坂本課長】 それでは、皆様、おはようございます。本日は御多忙のところ、景観審議会に

御出席いただきましてありがとうございます。 

 会議の開催に先立ちまして、まちづくり景観課の人事異動の御報告をさせていただきます。

これまで、まちづくり景観課長を務めてまいりました三澤が、環境都市部の次長兼ねて環境都

市課の課長として昇格いたしました。後任として副主幹を務めてまいりました私、坂本がその

後を拝命いたしました。引き続きよろしくお願いいたします。 

 また、新たに保育課から異動してまいりました椙山が、まちづくり景観課の副主幹として、

本日の会議から出席させていただいております。 

 異動は以上ですが、私どもまちづくり景観課も１つの課となる、この環境都市部をまとめる

部長の石井。 

【石井部長】 よろしくお願いします。 

【坂本課長】 そして、本審議会を担当する兼子。 

【兼子主事】 お願いします。 

【坂本課長】 は引き続きとなります。 

 以上報告となりますが、事務局一同、よろしくお願いいたします。 

 それでは、会議に戻りまして、本日は全ての委員が出席ということで、委員総数の過半数に

達しておりますので、逗子市景観条例施行規則第27条第２項の規定により、会議が成立してい

ることを御報告申し上げます。 

 本日の会議は、原則公開となっております。傍聴希望者がいる場合は、入室を認めています

ので、御了承ください。 

 会議録については、反訳会議録を作成します。録音を反訳しますので、御承知おきください。 

 それでは、ここからは、鈴木会長に議事を進めていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

【鈴木会長】 皆さん、おはようございます。 

 それでは、これより、2025年度第１回逗子市景観審議会を開催いたします。 

 早速ですが、議題の１、スケジュールの確認について説明をお願いします。 

【坂本課長】 それでは、お手元、資料１のほうを御覧ください。 

 スケジュールの確認ということで、今年度の第１回として、完成現場検証と変えさせていた
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だいています。突然の変更で大変申し訳ありません。というのは、昨年度の審議会で、私ども

から景観計画の見直しということを考えているようなことをお伝えしましたところ、概略的に

まとめさせていただくと、この会では、景観計画の施行、この景観の基準を決めるために、そ

の地域にお住まいの方や商業地では商いを営む方などの御参加をいただき、何回にもわたるワ

ークショップを重ねるという丁寧なプロセスを経て策定されているので、その中の議論の趣旨

を理解した上で、開発等を行う事業者への説明と運用をといったような御意見を頂戴いたしま

した。このため、予定では、見直しへのプロセスでなく、開発事業者への指導を行う際の資料

を今年度作成できればと思っております。 

 また、この後の議題で視察していただく庁舎周辺、逗子駅周辺地区で、まちづくり条例によ

る後退、いわゆる建物を敷地の境界から下げて建てる。また、商店街では、後退することで、

歩きやすい、回遊しやすい、いわゆるウォーカブルなまちなみを目指してと、逗子駅周辺地区

の景観計画、景観ガイドラインの施行から15年弱を経て、景観計画の策定時にはない新たな動

きも出てきています。 

 このような変化と策定当時のワークショップで出た方々の御意見から、現在、そして今後へ

の方向性を含めて、指導資料ができればと考えております。 

 そして、本日見ていただく銀座通りの物件がありますが、こちらは、まちづくり審議会の委

員との合同審査を行った物件であり、空間をつくる、壁面後退をさせるというまちづくり条例

がある反面、そこでできた空間をどう使うかという景観計画の相互作用でできたものと考えて

います。これらを含めて、まちづくり条例、まちづくり審議会でも検討がありますので、これ

らも次回報告できればと思っております。 

 このようなことから、本日は、図面だけでなく、実際に建ったものを御覧いただき、その感

想をいただきたいと思っている次第のスケジュールです。 

 報告は以上です。 

【鈴木会長】 それでは、今の説明を踏まえて、各委員から御意見があればお願いいたします。

いかがでしょうか。資料１の説明はよろしいですか。 

【坂本課長】 よろしいです。 

【鈴木会長】 いいんですか。この資料で今どこにいて我々はこれから何をするのかというの

を確認しておいたほうがいいと思うんですけど。 
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【坂本課長】 分かりました。本日、ここのところに現場検証とかを含めています。今日、こ

の会議の中で、現地を見ていただき御意見を賜った後、私たち、次回１月ぐらいをめどに、こ

の指導資料を作成していきたいと思います。 

 また、今日、この場だけでもなく、皆さんの普段の暮らしの中とか、そういったようなとこ

ろで、例えば建物の正面の絵、ファサードという言葉になってきますけれども、こういったし

つらえがいいなということ、もしくはまちを歩いていて、すっとそのお店に引き込まれるよう

な看板、いわゆる屋外公告みたいなものもありましたら、ぜひ次回までの機会の間に、そうい

った情報を私どもに何かしらの手段でお伝えいただければ、この後、作成していく指導資料に

寄与できるのかなと考えているところです。 

 実際、これが大体この審議会のスケジュールですが、いわゆる普及啓発としましては、６月

の環境展では「まちなみデザイン逗子」に関する普及啓発の展示を行いました。また、７月23

日に、逗子葉山高校へ出向き、模型製作ワークショップを行い建築家になろうということで、

生徒に向けたまちなみデザインの啓発も行いました。 

 この後、秋に向けて、例えば脇村邸の公開の時期など、同じパターンになりますが、まち歩

きなどといったようなことで啓発、また、３月には、例年行われるトモイクフェスティバルに

向けた模型展示を行っていきます。また、瓦版は例年どおり発行する予定です。 

 そのほか、私たちのところでは例年どおり、海の家の事業所の皆様へ、屋外広告物へのルー

ルの啓発と海の家のパトロール、９月には、県と共同で、屋外広告物のパトロールを駅周辺の

ところで行っていく予定です。 

【鈴木会長】 審議会の議題としては。 

【三澤次長】 来年のですか。 

【坂本課長】 来年度以降は、この先、先ほどもお話をさせていただいたように、まちづくり

条例のほうに関して、現在のところ、一部改正の予定があるものですから、それに合わせて、

もし景観条例の改正が必要というようなことが起きた場合には、来年度の審議会の中で、まち

づくりの景観施策の改正等を、諮問、答申とか意見照会をさせていただく可能性があるのかな

というところへ移行しています。 

 その先、2027年度になりますと、引き続きこの景観の計画に基づく運用を検討していきたい

かと思います。 
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【鈴木会長】 こちらについて御意見があれば、いかがでしょうか。どうぞ、お願いします。 

【片山委員】 前回、３月に蘆花記念公園のワークショップとかをやって、有効活用するとい

うような話があったと思うんですけど、その辺のお話はこれには出ていないのでしょうか。 

【三澤次長】 そこは僕からお話をさせていただきますけど、蘆花記念公園の利活用につきま

しては、今年度、導入可能性調査をやるというスケジュールになっていまして、ようやく委託

業者が決まりまして、この８月に市内事業者向けの勉強会を、ワークショップ形式で行います。

要するに市内事業者が、あそこを活用する場合にどういうことができるかということを検討す

るという会を設けることになっていまして、その後、もうちょっと枠を広げたり、市内に限ら

ず利活用を、可能性を生み出せるような事業者とお話合いをさせていただきながら、今年度中

に利活用の方向性を決めるという、全体をうまくパッケージで使えるかとか、あるいはそれが

無理だったら個別でやっていくのかとか、そういったことを調査する１年となると思いますの

で、今年度が終わらないと、どういう方向性になるかが決まらないという状況になります。景

観の意見聴取等、そういった出番は次年度以降になるかなといったところです。その事業自体

の主管課は緑政課です。 

【片山委員】 景観審議会が入るような案件ではなくなっていくような感じなんですか。 

【三澤次長】 去年までは、所管的にいくと、市民向けのワークショップをまちづくり景観課

がやってきたところがありましたけど、今年からは実際の事業を、具体的に事業実施ができる

のかというところは、施設管理としては緑政課が担当するということになっていますので、ま

ずは、活用の方向性が決まらないと、なかなか景観の意見とかを出しづらいところがあるので、

今のところ静観というふうになっています。 

【片山委員】 分かりました。 

【鈴木会長】 そのほか、いかがでしょうか。 

 僕が気になるのは、例年、審議会は３回予定されている、今年２回に減っているという、そ

の辺りのスケジュールがちょっと大きく変わっているので、審議会としても一応、どうスケジ

ュールが変わったのかということを説明していただかないとなかなか皆さん…、昨年度も一応

スケジュールを出しているんですか。 

【坂本課長】 昨年度は…。 

【鈴木会長】 24年度の審議会の中では出していただいていたような気がするんですよね。 
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景観計画の改定というのが当面の課題になっていたわけなんですけど、それは、指導資料の作

成というのにも引っかかった、その辺りがちょっと分からないんですけど。 

【坂本課長】 実は、昨年度のときに、今年度の景観計画の改正が必要かなというところは冒

頭のところで、ただ、前回の終わりの審議会のときにお話をいただいたときに、基準を無理や

り変えるのではなくて、指導していくプロセスのところをもう少し丁寧にというようなお話だ

ったと、私どもは取ったものですから、無理やり基準を今動かしてしまうのではなく、もう少

し指導する段階のときの細かい資料をつくったらどうかというところに、今、私たちはチェン

ジしてしまったんですね。 

【鈴木会長】 それは、やはり審議会で、そうしましょうということの合意を取りながら変え

ていかないと駄目だと思うんですよね。 

【坂本課長】 分かりました。申し訳ありません。 

【鈴木会長】 我々、審議会のメンバーというのは、そういうところをウォッチしていく役割

も担っているので、一方的に運営方針を変えるというのは、会長としては、やはり一応言って

おかないとまずいかなと。 

【坂本課長】 すみません、以後、そういったことがないように改めさせていただきます。 

【鈴木会長】 それでは、今年度は指導資料の作成ということになりますが、ちょっと今年は

２回に限定するという、３回目はやらないということについて、私も、ちょっとまだ納得がい

っておりませんので、その辺りは改めてちょっと事務局と審議会の会長のほうで協議させてい

ただいてよろしいでしょうか。 

【坂本課長】 申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 

【水沼委員】 よろしいですか。今、指導資料というお話があったんですけれども、何か、ど

のようなものなのか、ちょっとイメージができにくくて、それも細かい内容に言及するという

ような、今、お話があったんですけど、そうすると、今日、現場検証で意見を言って、その後、

それをほとんどもむ間もなく、２回目の審議会で、その指導資料というのを承認するというか、

そのようなスケジュール感をお持ちということでしょうか。 

【坂本課長】 期間的なものを見るとそのぐらいになってしまうかなと思うんですけれども、

今、鈴木会長から３回目もというお話が、各委員さん、お越しいただけるようであれば、それ

をつくっていく途中のところで御意見を賜りながらできればというところは、確かに思ってい
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るところはあります。 

【水沼委員】 ありがとうございます。どのようなものなのかがちょっとイメージしにくいの

で、そのような質問をさせていただきました。 

【坂本課長】 私たち、まちなみデザインの冊子が今、住宅版があるんですけれども、あれの

商店版と言ったらおかしいんですけれども、ただ、今、逗子駅周辺地区の景観計画も大分合わ

ないようなところも出てきているところからとか、あと、苦慮するのは、屋外公告などでは、

以前なかったような手法で公告を出してくるというところもある。そうすると、そこを説明す

るときに、どうしても言葉で説明するよりは、実際、今、逗子の中で、こういったようなもの

がありますよ、こんなふうにしてくださいといったようなものができれば、やはり、どうして

も景観は言葉だけではなくて、ビジュアルな部分というのも多分にあるというのも僕も知りま

したので、その部分、こういったものを進めています、こういった造りにしていただけたらと

いったような、まちなみデザインの住宅版を商店版にしたような、ただ、あそこまで厚く大層

なものができるとは思ってはいないんですけれども、そのときに、やはり、前回お言葉をいた

だいたように、前のワークショップのときに、商店街の方々が、皆さん手弁当でお越しいただ

いて、１つ１つ議論しながらできてきた基準ですので、それを今に合わせて、またこの先も使

えるようなものとして御説明するような資料ができれば、後になって、いや、ちょっとそれは

というような手戻りも、事業者の皆さんに接することもありませんし、私たちも、人が変わっ

ても、職員がどういった人間が窓口に立っても同じような説明ができるかなといったようなと

ころを期待しているところです。 

【長島委員】 このスケジュール案、来年、再来年を見ても、やっぱり年３回になっていまし

たよね。ですから、いろんな事情があるにせよ、できればもう一回、今年もおやりになったほ

うがいいのかなと。 

【坂本課長】 ありがとうございます。 

 委員の皆様、すみません、そうしたら、御都合をつけて、ぜひよろしくお願いいたします。 

【鈴木会長】 よろしいでしょうか。 

 それでは、議事のほうに進み、完成現場検証について、まず、資料の説明がありますね。お

願いいたします。 

【兼子主事】 資料としましては、２－２でありますが、正面のモニターのほうを御覧くださ
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い。 

 昨年度の現場見学会以降、条例適用になり、完成した案件は７件になります。今回、そのう

ちから２番、４番、７番の３件の現場見学を行います。 

 ４番の逗子５丁目ビル新築工事、７番の逗子Ｔ邸新築工事は、逗子駅周辺地区なので徒歩で、

２番の桜山５丁目計画新築工事は、車で現地へ向かいます。 

 今回、見学をしない４件は、これから写真資料にて説明させていただきます。 

 まずは、沼間２丁目キュリアス様邸新築工事です。こちらは、長屋４戸の新築です。300平

米以上の区画の変更で条例適用になりました。景観審査委員会への諮問による景観配慮要望事

項として、建物の色彩と樹木の維持管理が挙げられました。屋根の３色洋瓦に採用された高彩

度のオレンジを落ち着いた色調のものに変更されました。また、外壁の明度を落としたことで、

周辺景観との調和が図られました。緑化も適正に行われていました。 

 こちらは、山の根Ｓ邸新築工事です。専用住宅の新築で、300平米以上の地目が山林から宅

地への質の変更がありまして、条例適用となりました。景観配慮要望事項としましては、建物

外壁の防汚防水対策、緑化計画と、敷地内の既存建物の維持管理について挙げられました。こ

ちらが隣接の既設建物と合わせた様子です。 

 次は、山の根Ｉ邸新築工事です。こちらは、敷地面積が300平米以上で宅造行為があったた

め、条例適用になりました。配慮要望事項としては、バルコニーの腰壁透明パネルの見え方へ

の配慮と隣地沿いの既存ブロック塀の在り方で、こちらは既存ブロック塀が一時撤去され、駐

車場からの見通しが確保されました。 

 次は、沼間２丁目３・４号棟新築工事で、敷地面積300平米以上の区画の変更で条例適用と

なりました。配慮要望事項としては、樹木の維持管理について挙げられました。 

 こちらは、本日見学に行く逗子桜山５丁目計画新築工事、有料の老人ホームになります。詳

細は後ほど説明させていただきます。 

 また、景観形成重点地区、こちらのＢの逗子駅周辺地区において、２件見学を行います。 

 １件目は、逗子５丁目ビル新築工事です。こちらは、高さと延床面積で条例適用になってい

ます。 

 こちらは、まず、見学の前にまちづくり条例におけるオープンスペースの規定について説明

させていただきます。まちづくり条例において、開発区域が商業地域及び近隣商業地域を過半
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以上含む場合で、延床面積1,000平米以上の場合は、荷さばきと車椅子対応駐車場の２台分の

駐車スペースを設ければ、それ以外の駐車場、必要設置台数１台ごとに６平米のオープンスペ

ースを設けることにより、敷地内に駐車場を設ける必要がなくなります。ただし、敷地から

200メートル圏内に駐車場を確保する必要があります。 

 こちらのオープンスペースは、その隔地駐車場分の24平米と、規定の道路境界からの50セン

チセットバック部分の２種類で構成されています。 

 こちらの、青と赤の表示部分がオープンスペースとなります。こちらは、後ほど、景観的要

素と併せて確認していただきます。 

 こちらは、逗子Ｔ邸新築工事です。こちらは専用住宅になり、高さが10メートルを超えるた

め、条例適用となっております。こちらも見学の前にまちづくり条例上の規定を説明させてい

ただきます。 

 こちらは、商業地で、延床面積1,000平米以下で、１階に店舗を計画した場合に適用可能な、

まちなか賑わい創出制度を採用し、駐車場を設置不要としています。制度として、まちづくり

審議会審査部会、景観審査委員会における合同審査を要し、こちらの①の商業地としてのにぎ

わいの連続性、②の安全かつ快適な歩行空間の創出、③の良好な景観の形成の要件を満たす必

要があります。また、道路境界から50センチセットバックを要し、こちらがオープンスペース

となっています。 

 以上で説明を終わります。 

 現場見学は、まず、市役所の逗子５丁目ビルから行います。見学の際の資料は２－１となり

ます。資料と貴重品はお持ちください。 

【鈴木会長】 それでは、よろしいですか。資料と貴重品を持って下さい。 

【坂本課長】 お荷物は置いておいていただいて大丈夫です。貴重品だけはお持ちください。 

【水沼委員】 このまま見学した後で車に乗ってという感じですね。 

【兼子主事】 そうです。こちらには戻らずに車に乗りますので、よろしくお願いします。 

〔現場見学〕 

【鈴木会長】 それでは、再開します。 

 まず、現場見学を踏まえて事務局から改めて説明をお願いします。 

【兼子主事】 それでは、見学したものの検証事項を挙げさせていただきます。 
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 まず、先ほど見ました、桜山５丁目計画新築工事ですけれども、こちらは、緑化は配慮され

ていたんですけれども、こちらの側面の分節化について長大な印象を受ける感じがありました。 

 あと、逗子５丁目ビルですけれども、壁面緑化に関して配慮を配慮要望でも要望したんです

けれども、特に緑化が見られずに、潤い景観への配慮という点で問題があるように思われまし

た。あと、屋外公告については、今後、適正に指導していく予定でおります。 

 こちらの、逗子Ｔ邸新築工事につきましては、配慮要望で、全面ガラス戸とすることを要望

しております。また、シンボルツリーの樹種についての変更も受け入れていただき、ナツツバ

キとなっています。こちらもテナント未定のため、屋外広告物に関しては適正に指導していき

ます。 

 こちら、まちづくり審議会とも合同で審査があったように、１番のにぎわいの連続性、そし

て２番の歩行空間の確保、３番の良好な景観の形成という点の問題と、この通りなんですけど、

既存のアーケードがありまして、近年分断されたような形になってきています。一方で、こう

いうオープンスペースを設けた景観形成というところで、アーケードに関する設置の問題も見

られます。現況のガイドラインにおいては、景観形成の方針として、ひさしの推奨基準を設け

ています。 

 オープンスペースにつきまして、３年ほど前の条例改正で、ガイドラインに追記したんです

けれども、壁面後退部分の基準としまして、歩行者が壁面後退部分を連続で歩けるようにする

ということと記載はあるんですけれども、このような内容を適正に伝える指導資料が今ありま

せんので、その辺の資料も含めて今後、具体的なものができればいいなということを思ってお

ります。 

 あと、開口部に関してガイドラインでは、建物１階は開放的な店舗の造りとするということ

で、建物の地上高３メートルまでの立面、同一立面で２か所以上開口部を設けるか、その立面

面積の35％以上に、建物内部が見える開口部を確保するという記載があります。 

 また、屋外広告物に関してなんですけれども、窓面利用広告物は、原則掲出が禁止されてい

るのですが、ただし書規定により、条件付で掲出できるというところになっております。 

 今回の逗子５丁目ビル新築工事なんですけれども、こちらに関しましては、テナントが未確

定な上での建築計画がされているというところもあって、その上で今後、適正に指導していく

必要があるというところではあります。 
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 本日見学していただいた案件、そして、写真で見ていただいたものも含めてのことなんです

けれども、昨年度、表彰制度における事例分析において、今後、景観ガイドライン上の数値や

記載の見直しなどを行っていくということを考えておりましたが、逗子市の景観計画の成り立

ちや趣旨を理解した上で、運用の仕方を工夫して景観向上を図ることということを目標として

いますので、まちなみデザイン逗子－店舗版等の事例集を作って、伝え方を検討するほうがい

いのではないかということを考えております。 

 それで、先ほどお話しさせていただいたように、事例を皆さんから集めるのと、こちらも検

証を進めて、指導資料を作成していくというところで、逗子駅周辺地区に関しても、オープン

スペースの在り方、にぎわい、連続性ということも、今後検討していきたいと思っております。 

 以上で発表を終わります。 

【鈴木会長】 ありがとうございます。 

 それでは、今の説明を踏まえて、皆さんから御意見をいただければと思います。いかがでし

ょうか。 

 お願いします。 

【日髙委員】 まちなみデザイン逗子賞、表彰制度について、スケジュールには特に記載がな

いんですけど、今後どうなるんでしたっけ。 

【兼子主事】 今、認定に関しては募集を随時している状況です。 

【日髙委員】 やっていますよね。それは、ここには書かないか。以前は一応記載がありここ

で見たりとかしていましたけどね。 

【兼子主事】 記載はしていないんですけど、随時募集しているという状況になります。 

【日髙委員】 入ってきた段階で、この審議会にも上がってくると。分かりました。何かそう

いう項目としてスケジュールに乗ってこないものがあるじゃないですか。なくなっちゃうのか

なという気がするので、日時とかイメージがなくても、何か書く欄をつくられたほうがいいか

もしれないですね。 

【坂本課長】 分かりました。 

【三澤次長】 多分前回の審議会で報告したと思うんですけど、表彰制度自体は、おおむね５

年に１回でやっていきたい。認定は随時やり続けて、５年に１回、そういった過去の検証も、

条例手続も含めての表彰をやっていくことになっていて、フロー的には、一応、認定について
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は審議会を通すフローにはなっていないんですよ。あくまでも市民団体と市が認定して、それ

を審議会に報告するという形にはなっています。 

【日髙委員】 前、何か見ましたよね、ここで、ざっと。フローとは別に。 

【三澤次長】 だから、認定したものを報告するという話をしているんだけど、審議会を通さ

ないのはいかがなものかという意見は、そのときはいただいたという、多分前回の流れだと思

います。ただ、ルールは今そうなっているということですね。 

【日髙委員】 はい。じゃあ、そこも議論したほうがいいということですか、今のお話は。 

【三澤次長】 そうですね。ただ、即効性を意識しているので、認定は。来たらもう、あまり

問題がなければ、どんどん認定してあげたいというところがあるので、審議会を介すとやっぱ

り１年に３回とかということになるので、かなり待たせちゃうことになるので。 

【日髙委員】 時間的な問題ですか。 

【三澤次長】 はい。気軽に認定してあげるというところがあるので、審議会で厳密に審査す

るというよりは、今の運用のほうがいいかなと事務局としては思っているところです。 

【日髙委員】 報告は後でいただける。報告を。 

【三澤次長】 報告はもちろんします。 

【日髙委員】 分かりました。 

【鈴木会長】 そのほか、いかがでしょうか。 

【長島委員】 見学の前のスライドで、たしか、山の根Ｓ邸の一番最初の、何か突き出た建物

がありましたよね。あれが、何かすごく違和感を覚えて、僕も江之浦測候所という、杉本さん

という写真家が造っている美術館が、あるので、同じような、もっと規模は大きいんですけど

ね。あれはあれで目的があるんですよね。必然性があって、ああいう形にした、それは測候的

に、太陽の位置とか、そういったものを測候するためにあれを造ったんですけど、これの目的

というんですかね、デザインだから、それは自由だというふうには考えられるんですけど、景

観的に見たときにも、何か不自然だし、何かすごく違和感を覚えたんですが、いかがでしょう

か。 

【三澤次長】 これはもう地形上の問題ですね、単純に。これはただの個人住宅なんですよ。

だから、地形が平らなところはその上なんですよ。 

【長島委員】 じゃあ、その上は、こういう形にしないと建てられなかったと言ってもいいか
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な。 

【三澤次長】 そうですね。 

【鈴木会長】 設計者が施主の意図をくんで設計したものがこういう形だったんですけども、

場所的にいうと、この坂をずっと下りて、かなり離れたところに、ちょうど山の上ですよね。 

【三澤次長】 山の上。 

【鈴木会長】 一番奥のところがあるという。 

【水沼委員】 敷地のスライドがこれですよね。 

【鈴木会長】 そうですね。そう、だから、ほとんど実際には、外側からはあまり見えない敷

地だったというので、あまりその辺りにも強い意見というのは出なかったと。安全なのかとい

うのは、ちょっと気になるところではありますけど。 

【長島委員】 これはこれで、正当性があるという、問題ないということなんですかね。 

【鈴木会長】 これ、何でかかったんでしたっけ。 

【兼子主事】 これは、敷地面積が300平米以上であり山林から宅地への質の変更があったか

らです。 

【鈴木会長】 条件上、景観の審査の対象にはなったわけですよね。 

【長島委員】 何か今にも、そういう構造上は問題ないでしょうけど、普通に見て、何かちょ

っと落ちそうな感じがしますよね、地震があったら。問題がなければ、それはそれでいいです

けど、一般的に見て何かおかしいなと、僕は思いました。 

【日髙委員】 緑化計画の、これはどういう意味ですか、外来種の植栽。 

【兼子主事】 そうですね、外来種で計画が上がってきて、景観審査委員会に諮問をして、在

来種を採用するようにという配慮要望を出したんですけど、計画のまま外来種…。 

【日髙委員】 結果的に、が植わっちゃっている。 

【兼子主事】 はい、そうですね。 

【日髙委員】 変更されちゃったということですね、後で。 

【兼子主事】 変更を結局しなかった。配慮してくださいという要望を出しても現況のまま。 

【日髙委員】 ああ、そういう意味か。配慮が受け入れられなかった……。 

【兼子主事】 受け入れられなかったということです。 

【田邉委員】 今回の会議というのは、例えば今、受け入れられなかったことに対して、どう
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すれば受け入れられるような仕組みになるかとかということを議論するべきなのか、それとも、

次のマニュアル的なものにつながる議論を中心にすべきなのか、どちらですかね。 

【三澤次長】 後者ですね。 

【田邉委員】 後者ですか。はい、分かりました。 

【鈴木会長】 そのほか、いかがでしょうか。 

【片山委員】 今日見学した２件目の銀座通りの住宅兼店舗のものなんですけど、悪くないな

というふうに思ったんですけど、１つは、ウォーカブルシティというところで、50センチ後ろ

に下がっているところ、50センチだけでも結構広がりが、歩行者空間としてはあっていいなと

思っている傍ら、それは、兼子さんが隣の土地は、もしかしたら条例にかからない住宅という

か、店舗かもしれないですけど、高さが、ある程度10メートル以下ですと条例に引っかからな

いということでしたけど、そうなると、その50センチがなくなるというところで、とてももっ

たいないなというか、代が変わるごとに、徐々に後ろに下がっていく、それで徐々にまちがよ

くなっていく、ウォーカブルシティが達成されていくみたいなものが理想的だなと思っていた

んですけど、その辺が、もし拡大して採用できるのであれば、やっていただきたいなというと

ころが１つと、もう１つは、ほかの既存の店舗がどうなっているのか知らないんですけど、１

階に店舗があって上に住宅というのがいいなというふうに思っていまして、結局、銀座通りの

にぎわいは人間が構成しないといけないから、そこに誰かしら住んでいたほうがいいんですよ

ね。ここは個人住宅だから、できたら上が集合住宅だとさらにいいんですけど、何かこれから

先、銀座通りをにぎやかしていくという方針があるのならば、にぎわってほしいなという私は

希望があるんですけど、何か１つ、１階店舗、上、集合住宅みたいなものの何かモデルみたい

な、理想像みたいなものが１つあったらいいなというふうに、それがもし逗子市の都市計画と

の方向性と合うのであれば、モデルプランみたいなものを１つつくっておいてもいいのかなと

思いました。 

 以上です。 

【鈴木会長】 １階店舗のオープンさをどうやって、指導ができるのかというのは議論があり

ますが。今回の場合、ちょっとこれ、どういう使われ方をするのかが分からないですけど。 

【坂本課長】 やはりまちづくり条例で、後退をしましょうというところは言えるかもしれな

いんですけれども、これも度々、景観の審査があったから、例えばそこに木が立ったりとか、
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例えば開口部の造りをどうしますかというようなところで、今、入り口のところでは１つかも

しれないですけど、全く目隠しのような扉がついてしまって、いやいや、それは違いますよね

という感じで直ったとかという、相乗効果というのは、これ、すごく出たなというのは、個人

的には思っているところで、やはり、景観だけでは、下がってくださいというのは、なかなか

難しいところだった、今の基準の中でも下がれという言葉は、商店街のところではなくて、ひ

さしをつけてねなんて言われるお話があったということぐらいを思えば、このまち条例で下が

ったスペースをどういう造りにするのかというのは景観の審査があったから、植栽もあったし、

それこそ、建物の１階の部分、扉のところも、中が見るようなものがついたというようなとこ

ろは思うところなので、今後もそういったところは相乗効果がないと、下がるだけは下がるけ

ど、じゃあ、景観の中で開口部は空くけどというだけではなくて、やはりお互いが持っている

役割を担いながら行うことによって、そのスペースを生かしていかれるのかなというのは思っ

たところです。 

【鈴木会長】 こちらの隣の敷地は、働きかけはしている状況ですか。 

【坂本課長】 そうですね、お話は１回しましたけれども、やはり、もうたしか１階のところ

は、不動産の物件の案内をするようなスペースを置くようなデザインでしたね。開口部は大き

かったです、確かに。 

【鈴木会長】 いや、後退。 

【坂本課長】 やはり難しいようなお話でしたね。 

【鈴木会長】 不動産業なので、そこら辺は理解していただきたいところですけどね。 

【坂本課長】 もっと言うと、駅前のこれだけの一等地なので、向こう側のビルのように、も

う少し上へと延ばしてもらったり、店舗としてはもう少しいろんなものが入っていただくよう

な仕組みがあるといいなというのは。なかなかやはり空き店舗とか、逗子の中でも創業支援と

かをやっていて、開業したい方がいらっしゃるようですけれども、やはり賃料がなかなか高い

といったような問題も抱えていることを思うと、床と言ったら変ですけれども、スペース的に

もう少し効率的に使えるところを生かしてほしいなというのは思うところです。 

【鈴木会長】 そのほか、いかがでしょうか。 

【日髙委員】 すみません、これ、やたら床が高いんですかね、テナントの。建具が大分上の

ほうについている。 
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 普通、ちょっと入りにくいですよね、あれ。よっこらしょといってもつまずいちゃいそうで。

そのときに、今の50センチの後退の部分に、ステップをつけるようなことを、僕は店舗を設計

させてもらう場合は考えると思うんですけど、それは可能なんでしたっけ、これ。無理。この

オープンスペースの扱いが、どういうふうに理解されて、この計画になっているのかがちょっ

と不思議だったんですよ。 

【三澤次長】 まちづくり条例にあったような規定があるんですよ。 

【日髙委員】 植栽桝はいいんですか。 

【三澤次長】 植栽桝はオーケーにしているんですけど。 

【日髙委員】 実際に通り抜けるというよりはちょっと広がりが生まれるというような位置づ

けなんですよね。 

【三澤次長】 そこはでも結構、現場でも話しましたけど、議論があるんですよね。個別審査

でも、植栽がいいのか、歩けるのがいいのかというのがいつも話題にはなるんですけど、結局

は、潤いはあったほうがいいんじゃないかなという議論に、ここはなったような記憶がありま

す。 

【日髙委員】 さっき、三澤さんがおっしゃったように、ひさしがあっていいのか、ないほう

がいいのかとか、いろいろ、だから、ここのセットバック部分の断面計画というのが気になる

ところではありますよね。 

【鈴木会長】 そこの本当にステップを置く、置かないというのは。 

【三澤次長】 それは、まちづくり条例に書いていない。 

【坂本課長】 多分、そういったものを置いてはいけないという……。 

【日髙委員】 いけない。でも、結構使いにくそうで。 

【鈴木会長】 そうですね。何でこんな設計にした……。 

【三澤次長】 普通・・・。 

【水沼委員】 それも条例上ですか。 

【三澤次長】 条例の話じゃない。 

【田邉委員】 それも規制が曖昧になっていると置いちゃいますよね、多分。 

【鈴木会長】 多分お店としては・・・じゃないかという心配が。 

【三澤次長】 そういったところをまさしく今回、議論して、方向性を決めたいんです。 
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【鈴木会長】 オープンスペースを考えるか、歩行者空間を考えるのか、結構重要だと思いま

すよね。それは前の歩道の状況によっても変えてもいいのかなというところですね。銀座通り

の商店街のようなところでは、私はどちらかというと、歩行者のためのスペースにしたほうが

いいんじゃないのかなというふうには思います。 

 あとは、もう一個の市庁舎の脇の物件ですけども、これは、そうですね、何か結構ここは自

転車の通行が多いんですよね。踏切を渡るために、そこで待っている人とかも多いので、そう

いう意味では、この50センチをちゃんと通行用のスペースにしていたほうがいいとは思うんで

すね、交通安全上は。道路を、今度はちょっと拡幅するんですかね。 

【三澤次長】 そうです。 

【鈴木会長】 そうすると、やっぱりちゃんと断面で段差がない形にして、ちゃんと歩行者空

間として、ここはやってくださいという、それはやっぱり所有者にも伝えていったほうがいい

んじゃないかな。結局、そういうふうにしても、何か物を置かれちゃったりしたら、意味がな

くなっちゃうんじゃないですか。これでいうと、ちょっと振り返って、もう一個の正面のほう

のここのスペースだと、例えば何かプランターの植栽とかを置いてもらっても構わないけど、

こっち側は絶対に物を置かないでねとかという、そういう話合いのやり方はあるんじゃないか

なと。 

【日髙委員】 そうか、植栽桝がオーケーで、プランターもオーケー。 

【三澤次長】 にぎわいだとか、景観に寄与するものはオーケーとしていますけど、確かに先

ほど鈴木先生がおっしゃったとおりで、ゆとりがあればそれでいいかもしれないけど、ゆとり

がないスペースにおいては、よくあるのは、例えば鈴木屋さんのところがありますよね、ここ

の、１階にケンタッキーフライドチキンがある、あそこはゆとりがあるから、角にベンチとシ

ンボルツリーをつけてもらっているけど、あれは多分いいけど、さっきの銀座通りのところは、

そもそも歩くのが優先だから、あそこはやっぱり植栽よりも歩道のほうがいいよねということ

のルールづけはしたほうがいいのかなというところは思いました。 

【水沼委員】 そうですね。 

【鈴木会長】 逗子市はウォーカブルシティ推進都市ですよね。 

【三澤次長】 そうです。 

【鈴木会長】 だから、全体の計画として、ここはやっぱり歩道空間が優先だよとか、ここは
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滞留スペースも含めて、新しいパブリックライフが生まれるような通りにしていこうとか、そ

ういう仕分は必要なのかもしれないですね。逆に言うと、景観とか、そういう切り口でないと、

そういうことをちゃんと更新を続ける計画がないかもしれないですから。 

【水沼委員】 すみません、それは、そうすると全体の歩道の幅とか、それによってある程度

ウォーカブルに寄与するようなスペースとするか、そうじゃない潤いに寄与するようなスペー

スとするかという仕分をしていくということですか。 

【鈴木会長】 そうですよね、だから、そこら辺をどんなふうに共有していくのか。それがな

いと、ばらばらに進んじゃうと問題になるかなと。 

【水沼委員】 そうですね。 

 さっきのＴ邸の駅のすぐ近くの、あれの緑も生きてはいるんですよね、やっぱりあそこは何

もないところなので、あるとないとでは、何かちょっと潤いというのは確かに寄与しているん

だけど、あそこが歩道としてつながっていくと、やっぱり邪魔ですよね、ある意味では。でも、

こうなっていると、ステップを置いてもいいんじゃないかということにつながりますよね。そ

れは明確にしたほうがきっと分かりやすいですね。 

【日髙委員】 やっぱり50センチを削るということは、多分１階に、建築の計画上、すごく大

変なことで、その無理が出やすい。だから、結局ステップは置けばいいやとか、この隣のビル

も、さっきの踏切に面した部分のひさしがあるところというのは、出入口があるわけですよね、

あそこに。あれは結構、さっきの自転車が通るような道にすると、危ないかもしれないですね、

ここ。出入口があって、すぐ見えにくいので、割と。その辺のにぎわいは建築設計上の難しい

部分が、出入口の計画、削ったはいいけど、何か結局危ないとか、視認性が悪いとか、そうい

うことがちょっとまだ十分解けていないかなという気がしたんですよ、これを見ると。まだ、

テナントの中が見えないようにシートが張ってあったりするから余計に視認性が悪いように感

じるんだけど、事故が起こらなきゃいいけどなという、このセットバックをしたがゆえに。 

【水沼委員】 すみません、話がちょっとずれてしまうかもしれないんですが、だから、テナ

ントが早い時期に決まらないと、やっぱり店舗にしろ、こういうビルの設計にしろ、うまく進

んでいかないような気がするんですよね。だから、ちょっと話がずれると申し上げたのは、何

かそういう支援みたいなものを、市のほうでするようなことはあるんですか。こういうところ

だと、こういう人に入ってほしいというような、商工課とか。 
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【坂本課長】 商工のほうからといったような、今のところは特に。 

【水沼委員】 何か入りたい人と入れたい人をマッチングするみたいな、何かそういうことも

やっぱり、できてから、さあ、どうするというよりも、何か一段階前で、企業も多いとか、い

ろいろ逗子の特性を生かしたような人たちをうまく入れるものとマッチングしていくみたいな

ことも、やっぱり結果的にはまちなみのよさというのにつなげられるような気がするんですよ

ね。だから、ちょっと何かこのできることがすごく、ここの審議会だと提言できることが小さ

いような気がして、それでもやらなくちゃいけないんですけど。 

【安田委員】 ちょっとよろしいですか。 

 さっきからオープンスペースという言葉が飛び交うんですけど、それは日本語に直すと公開

空地だというふうな理解を私はしているんですけど、公開空地であれば、容積率の割増しとい

うことが出てきますよね。これはもう建ててあったものですから、建てる段階で50センチセッ

トバックしてくださいという話をしたら、容積率のアップをしましょうよという、そういう話

はなかったんですか、あるいはそういうことはしないんですか。 

【鈴木会長】 よろしいですか。容積率をアップする制度というのは、総合設計制度といいま

すが、特定街区というふうな制度もあるんですけども、それ以外にも幾つかやっぱり制度によ

って、容積率の緩和はしないけど、それと引換えに、例えば今回の場合のように、駐車場を遠

隔地、隔地駐車を認めるという規制緩和をする代わりに下がってくださいとかという、そうい

うやり取りをする仕組みはあります。あとは、地区計画というので、ここを空地として使うよ

うに指定したりとか、その場合は、容積率の緩和はしない場合もありますし、必ずしも公開空

地イコール容積緩和ではないんですね。 

【安田委員】 それは、この建物については、もう話がついちゃっているから、建物が出来上

がっていますよね。それを今さら蒸し返して、どうたらこうたらとは言えないと思うんですよ

ね。そうすると、現状の50センチバックした場合に、実は、市役所の駐輪場はいつもいっぱい

なんですよ。そうすると、お、ここにできたじゃないかと、ここへ止めるというのは出てくる

と思うんですよ。私、よく市役所へバイクで来るんですけども、いっぱいなんですよ。そうす

ると、ここに例えばコンビニだとか何かが入れば、ちょっと止めておくかなということになっ

て、返って、歩行者にとっては、危ない建物になっちゃうんじゃないかなと思われるんですけ

ど。 
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【日髙委員】 そこは市役所側の問題になるのではと。 

【三澤次長】 そこはあまり想定されないから。 

【安田委員】 何と言ったの。 

【坂本課長】 そこはあまり想定しないで、これはお話が進んできた。 

【安田委員】 だから、想定していないから、今後、そういうことは予想されるんですよとい

うことを僕が言っているんだけど。 

【日髙委員】 貼り紙は出るかもしれないですよね。 

【坂本課長】 そういうことですよね。 

【長島委員】 逗子５丁目ビルは駐輪場があるんですよね。確認したんだけど。それを見ると、

何かちょっと曖昧なんだけど、お聞きしたら、ここの入居者関係の方しか使えないですね、駐

輪場は。 

【安田委員】 ここというのは、あの。 

【長島委員】 左のほうの、あの後ろ。 

【坂本課長】 ここの奥のところに。 

【長島委員】 そうそう、奥に駐輪場があるんですよ。 

【安田委員】 そこに止めていいということなんですか。 

【長島委員】 だから、駄目なんですよ。 

【三澤次長】 駄目じゃないですよ、あれは利用者用の駐輪場ですから。来られた方。 

【長島委員】 利用者じゃないと駄目なんですよ、でも。 

【三澤次長】 もちろんそうですけど、利用者用の、要するに来客者用の駐輪場を用意しろと

いう、そういうまちづくり条例の規定ですから。 

【鈴木会長】 だから、コンビニが入ったら、コンビニのお客さんは使っていい。 

【三澤次長】 使っていいですよ。 

【鈴木会長】 上に塾とかが入ったら、塾に来る子供たちもそういうのを使うということ。 

【三澤次長】 塾ね、塾ですか。 

【安田委員】 前もコンビニだったんですよね。もう廃業しちゃいましたけど、そうすると自

転車が結構止まっていたんですよ。そうすると、市役所から出る車と、駅のほうから来る車と、

難しかったというのはありますが、ちょっとこのビルに対しては、車と自転車、安全のあれを
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もうちょっと見直していただいたほうがいいんじゃないかなと思いますね。 

 それから、いつもこの踏切で警察が見張っているわけですけど、右側のほうは踏切を渡りた

くて止まっています。そうすると左側ですね、ちょっと大きい車だと通れないんですよね。拡

幅していただければ、それは通りやすくなるから、流れがよくなると思いますので、いいこと

だと思いますけどもね。 

【長島委員】 この場所というのは、やっぱり役所の隣ですよね。ですから、さっき水沼委員

がおっしゃっていたけど、やはり本来だったら、手続だとか、銀行だとか、何かその関連した

企業が入ってもおかしくはないのかなと思うんですけど、そういう働きかけをやっぱりすべき

ではないかなと。あんな手前に役所があるんだから、それにまつわる、コンビニだけじゃなく

て、いろんな会社があるわけで、そういう形で、もっと利用したほうがいいのかなと思います

ね。ただ、テナントをつくったと、空いていますというんじゃなくて、やはりもう少しその辺

の努力をしていただけるといいかなと思いますね。すごくいい場所ですからね。むしろ、あの

場所はちょっと言い過ぎですけど、もう市の施設が入ってもいいような場所かなというふうに

最近は思っていたんですね。ということです。 

【鈴木会長】 これ文脈をきちっと読んで、いろんなことに配慮された、いい建物だというふ

うに思いますので、いいテナントが入ってくれるといいですよね。全部テナントなんですよね。 

【田邉委員】 何か敷地状況にもよるとは思うんですけど、50センチのセットバックは必要最

低限だと思うんですよ。必要最低限のセットバックしか取れないところというのは、やっぱり

周辺の状況も厳しくて、例えばここだと歩行環境も厳しいので、最低限しか取っていないとこ

ろは、基本的にはやっぱり何も置かないというのを基本にしないといけないのかな。植栽など

も、置くならはプランターで、必要に応じてどけられるとか、先ほどのステップに関しても、

１時間以内に撤去できるとか、何かそういう基準を設けて、基本的には置かないようにして、

この正面のたまりのように、少し広がりのある空間ができた場合に、何か別の利用があっても

いいぐらいになるのかな。 

 先ほどのもう１つの住宅のほうも、確かに植栽は景観には寄与しているんですけれども、こ

の規模だと、別にプランターでも実現できないことではないので、こういうふうに、やはり路

面に関しては、基本的には歩ける仕様になっていて、そこに何らか潤いの要素を加えていただ

くような形にしないと、この後退空間だと、何かやっぱりあまり寄与した感じにならないです
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よね。ここに入ってくると、ものが入ってくるから。 

 ちょっとうろ覚えなんですけど、パリのカフェが路上に出ているのは、あれは８時間以内に

撤去できるということが条件になっていて、例えばこの計画でいうと、お隣さんが少し後退に

協力してくれたら緑地はもうなくすとか、そういう前提で何かできるといいのかなという気が

するんですけど。50センチというのは、やっぱりほとんどぎりぎりに寄与しているということ

なので、あまりほかに転用されないような担保性というのはないといけないのかなと思います。 

【鈴木会長】 どうぞ。 

【安田委員】 水沼先生がちょっとおっしゃったんですけども、逗子の例えば駅前をどういう

まちにしようかというプランはあるんですか。 

【坂本課長】 逗子駅周辺地区の景観計画ということでお渡ししたものは……。 

【安田委員】 ビルがこうだ、どうこうじゃなくて、全体として、例えば物販を招きたいとか、

あるいは、いやいや、オフィスビル、駅から近いんだし、市役所に近いから、例えば法務局が

あれば法務局の前には司法書士事務所があるとか、ありますね。水沼さんがおっしゃったのは、

そういう市役所に関連した業種が入ってくれないかというふうに私は聞こえたんですけど、じ

ゃあ、逗子市としては、まちづくりをしましょう、しましょうと言っているんだけど、どうい

う絵を描いているんですか。例えばパチンコ屋だとか、飲食だとか、そういうものの志向をし

ているのか、あるいは先ほど１階はテナントで２階は住宅系、このニーズは出てきているわけ

ですよ。要するに、市のほうもコンパクトシティというような言葉を使っているんだけど、桜

山に住んでいる人が、もう便利で駅前に住もうと、そういうふうになると、今おっしゃった、

１階は店舗だけど２階、３階は住宅にしようと、そういう絵というのはあるんですか。 

【坂本課長】 今のところは、そういう個別の例えば建物でというところですと、この景観計

画の中のところで、１階は店舗にしましょうねというルールは１つあります。これも15年前に

つくっていたときなんですけれども。 

【安田委員】 １階は店舗にしましょうというのは、あるんですか。 

【坂本課長】 はい。 

【安田委員】 そうなんですか。 

【鈴木会長】 ただ、景観計画なので、店舗を入れなかったら、もう罰則があって建設禁止と

かということにはならないんですね。それを本当は進めようと思うと、もうちょっと別の計画
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に位置づけるのかを積極的にやっていかないと、俺はマンションを建てるから関係ないといっ

て、銀座通りのところにどんとマンションを建てられちゃった場合にも、それはもうしようが

ないという話になってしまうので、多くの商店街というのが、大体もう店舗をやめて、土地を

売却しちゃって、そこにマンションを建てて、商店街の中にマンションが混在するようになっ

て、連続性がなくなっちゃって、だんだん商店街ぽくなくなったねというふうになっちゃって

いるという現状がある中で、逗子は比較的お店がずっと連続しているという意味では、そうい

うニーズがあるというか、商売ができるというふうに御判断されている場所なので、そういう

方向性をちゃんと確認するような、何かしかの計画をつくっていくということはあると思いま

すし、それを推し進めるために、まちづくり条例のほうで、駐車場をつくらなくてよくて、隔

地駐車にしてくれれば、１階部分をお店にしてくれるんだったら隔地駐車でいいよというよう

な規制緩和、ルールを設けているので。 

【安田委員】 最近、銀座通りに写真屋さんがあったんですよね。なくなっちゃったんですね。

そういう昔からあったお店がどんどんなくなっちゃって、シャッター街とは言いませんけども、

かなり寂しいまちになりつつあるというのも、１つ現実だと思うんです。それに対してどうす

るかというのは、市役所のほうとして絵を描いているのかどうか。 

 そうすると、我々、景観審議会委員のほうも、いや、こういう考え方もあるんじゃない、例

えば、こういうところの開発を見に行ったらどうかとか、そういう話になると思うんですよ。

その絵がないのに、個別の話ばかりしていても、あまり意味はないんじゃないかなと思います

よね。どうですか。 

 逗子市は、例えばあそこに今日見てきたところ、ああいうところに何を持ってきたら、何が

来れば一番いいんですかね。この間見た、安田生命、明治生命かな、あそこのビル、そんなに

賑わった感じは全然しないんですけど、何か上がマンションで、下はお店を出しているけど、

何かよく店も変わっているみたいだし、何となくどうかなという感じがするんですけど、そこ

ら辺の大きな絵図みたいなものを市として持っておいて、そして、そういう中で、景観の審議

会のほうに、こういうものはどうですかというふうな話があってもいいんじゃないかなと思う

んです。景観課はそれを決めるところじゃないと思うんですけど、何か個別の話ばかりしてい

るなという感じはしますけどね。 

【三澤次長】 都市計画マスタープランには、土地への方針というのがあって、商業地の方針



24 

 

はあります。そこに何が書いてあったかというと、一応読みましょうか。商業地の話ですけど、

商業地では、都市機能の中枢と雇用の場として、商業の活性化に努めるとともに、建物の上層

階や生活道路沿いの宅地には利便性を生かした多様な住宅が配置され、商業地と住宅地それぞ

れのコミュニティーが共存した本市らしい特色ある商業施設としての発展を目指しますという

ふうに書いてある。その後、ちょっとウォーカブルなまちづくりとか、回遊性の向上とか、中

心商業地とかも入っていますけども、そういう記載があって、これに基づいて景観計画とかが

ひもづいているということになりますが、先ほど来出ている、１階は店舗でいいとしても、上

層階にどの業種を持っていこうとかという、そこまでは、現実的にはマーケットに任せるしか

ないかなというところだと思います。 

【鈴木会長】 よろしいでしょうか。 

 全然意見が出ていない老人ホームの件ですけれども、これは結構難しい問題で、どこでも老

人ホームの、この問題はあるんですけども、バルコニー側から避難するようにしなきゃいけな

くて、マンションだと間に壁が入って、そこをぶち抜いて避難するようになっていますけども、

高齢の方なので、そういうことはないので、全てこのバルコニーが横につながる感じになりま

す。そうすると、そこは避難動線になっていますから、建物が横に長いねということなんです

けれども、それを細かく分節するというのを、どこでもリクエストを出すんですけど、なかな

か難しいと。場合によっては、色味をちょっと変えてくれとかというケースはあるんですけれ

ども、その辺りがこの手の建物の景観協議の難しいポイントです。これはスロープつきでした

だっけ、スロープというか、避難用のスロープ。 

【坂本課長】 なかった。 

【鈴木会長】 これはなかった、ない。 

【安田委員】 老人は、避難用のスロープは使えませんよね。 

【鈴木会長】 特養とかはスロープが必要だったりしますよね。 

【坂本課長】 そうですよね、御自分で。 

【鈴木会長】 こっちは、だから、有料老人ホームなので、まだ元気な。 

【坂本課長】 御自身でも退避ができると言っておられる。 

【安田委員】 自力で逃げられる人は住んでいるんですか。 

【坂本課長】 それぐらいの方が入られるような設計ですね。有料老人ホームなので。 
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【田邉委員】 この建物は長手方向は57メートルなんですけども、川崎市の景観計画は、建物

の長さが50メートル超えたときに、長手方向の圧迫感が出るので、対角線が70メートルを超え

る規模の建物は、高さとか面積に限らず届出対象になっているんですよ。50メートルを超えて、

同じ立面のものが並んでいるというのはよくなくて、何か50メートルを超えないとか、何かそ

ういう基準があってもいいのかもしれないですし、この場合でいうと、この反対側の面という

のは、壁の第二構面の色とか材料は、タイルを間に入れたりして変えているんですけれども、

外観から見ると、どうしても建物の一番表側に出てきている第一構面のデザインというのが、

長大感とか分節化が与える影響が視覚的にも大きいので、そこで何かをやらないと、分節化し

ているとは認めないとか、何かそういう運用をしていったほうがいいと思うんですね。例えば

これでいうと、あまりお金をかけなくてできるやり方だとすると、例えばバルコニーのガラス

の色を変えるとか、面をちょっとアルミの面格子に部分的にするとか、それだけでも多少は変

わるはずですし、壁面がつながっていますけれども、どっかにスリットを１本入れるとか、１

本というか、２本ぐらい入れてもいいと思うんですけど、それで、表側にその分節が出てこな

いと、分節的には見えないので、そこを何かうまく説明できるようなものになるといいかなと

思います。 

【鈴木会長】 周囲に対しては、しっかり緑化をして、貢献してくださっていると思うんです

けども、やっぱりちょっともともとの水路がある関係で、ちょっと周囲の道路と段差になっち

ゃっていて、ここの部分をもうちょっとうまく、いい空間をつくることができたらもっとよか

ったのかなというふうには思います。あとは、ごみの収集ステーションの件。 

【坂本課長】 公園の横のところに確かに出ていましたよね。 

【鈴木会長】 そうですね、あれが・・・。 

【坂本課長】 あれは多分近所の方のステーションだと思うんですよね。そこの方のものは中

にあるはずなので、横のところに、これの反対側のところにある公園も提供公園ということで、

ここの施設を造るときに、市のほうへと依属をしてくれた公園だったので、結果として、そこ

の前がごみステーションになっちゃうという。 

【鈴木会長】 それはちょっと、提供公園のところはもう少し、ステーション用のスペースに

提供してもらうとかということはできなかったのかな。難しいですか。 

【坂本課長】 その地域のステーションになってくるので、そこは後から決まってきたという
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ような形になると思うんですね。 

【鈴木会長】 難しいですね。 

【坂本課長】 どうしても個人のおたくの前とかに、ごみステーションは難しいことがあると

きに、公園のところ、ちょうどここは距離的にも長い距離が面としてあるので、ステーション

自身は、多分道路の上に置いてあると思うんですよね。 

【鈴木会長】 じゃあ、後から決まった。 

【坂本課長】 多分決まったと思います。結局この施設でのごみステーションはちゃんと中で、

収集とかの場所をどうするかとかということはやれますけれど、地域のものというのは置けそ

うにないので。 

【鈴木会長】 あと、鈴木屋さんの。これも、細かくは分からないですけども、ここに地上用

変圧器と、あと消防の連結送水管送水口が出てきていますよね。だから、これは景観の協議の

後に、各課協議の中で決まったことだと思うんですけれども、何かそういう問題を、例えばご

みステーションもそうですけど、その後に起こることが、ある程度どうやって協議をしたのか

という情報が共有されて、ここはやっぱり空けておいてくださいというような形で引き継げる

ような運用を考えていただければなというふうには思います。 

【三澤次長】 そこはもうマストだと思いますので、今回つくるガイドライン的なものにもか

なり載せてくる項目かなと。 

【鈴木会長】 さっきの新逗子ビルは、それをして、隣の敷地のところに、連結送水管送水口

が出ないように配慮はしてくださっているので、隣に何か建物が建ったときにも、歩道の広が

りや連続性が確保されるようになるわけですけれども。 

 そんな感じでよろしいでしょうか。 

【坂本課長】 ありがとうございます。やはりどうしても１個１個で審査をしてしまったりす

ると、そういったようなところが、落ちているというのが難しいところです。やはりそこは、

ガイドライン的なものが必要なのかなと思っていたところだったものですから、基準を考えた

ところもありました。貴重な御意見をありがとうございます。 

【鈴木会長】 それでは、次の、議題３、その他について、何かありますでしょうか。 

【坂本課長】 市のほうからは、特にはありません。大丈夫です。 

【鈴木会長】 各委員から何か御意見や疑問点がありましたら。よろしいでしょうか。 
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 それでは、議事はこれにて終了として、事務局に司会をお返しします。 

【坂本課長】 ありがとうございました。一部不手際がありまして、日程とかも各委員、この

当初のスケジュールにもう一回ぐらい足させていただけるという認識で、私たち、この先、進

めさせていただきます。また、日程等を調整させていただきたいと思いますので、何とぞ御協

力いただきますよう、お願いいたします。 

 本日は、これで閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 


